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答

弁

第

五

号 

   

衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
大
喪
儀
竝
び
に
皇
位
繼
承
儀
禮
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
四
第
五
号 

平
成
元
年
二
月
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

竹 

下 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
大
喪
儀
竝
び
に
皇
位
繼
承
儀
禮
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
答
弁 

書 

一
に
つ
い
て 

葬
場
殿
の
儀
は
、
そ
の
形
式
等
か
ら
し
て
、
社
会
通
念
上
、
宗
教
上
の
儀
式
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
見 

ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
。 

二
に
つ
い
て 

国
が
行
う
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
無
宗
教
方
式
に
よ
る
事
例
の
積
み
重
ね
が
あ
り
、
御
喪
儀
と
御
結
婚
の
儀
と 

は
、
同
一
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

大
喪
の
礼
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
国
が
日
本
国
憲
法
第
二
十
条 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
い
わ
ゆ
る
靖
国
神
社
公
式
参
拝
は
、
国
務
大
臣
が
戦
没
者
に
対
す
る
追
悼
を
目
的
と
し
て
、
神
道 

儀
式
に
よ
る
こ
と
な
く
、
追
悼
行
為
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
方
法
に
よ
っ
て
追
悼
の
意
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、 

こ
れ
と
大
喪
の
礼
と
は
同
一
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。 

御
指
摘
の
両
儀
式
の
名
称
は
、
日
本
国
憲
法
の
趣
旨
に
沿
い
、
か
つ
皇
室
の
伝
統
等
を
尊
重
し
た
も
の
で
あ 

る
。 第

三
項
の
禁
ず
る
宗
教
的
活
動
を
行
っ
た
と
の
疑
い
が
残
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
皇
室
典
範
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
号
）
は
、
即
位
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
撤
去
は
、
葬
場
殿
の
儀
の
終
了
後
に
、
大
喪
の
礼
の
準
備
行
為
と
し
て
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

四 

 



 

五 

八
に
つ
い
て 

新
元
号
は
、
内
閣
が
、
元
号
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
令
で
定
め

た
も
の
で
あ
る
。 




